
資料５

「食と農林漁業再生推進本部」に対する
本道漁業での対応の検討体制について

平成２２年１１月３０日「食と農林漁業再生推進本部」を設置した国の動きを踏ま

え、影響が大きい本道漁業の対応を検討するため、道（水産林務部）と漁業関係団体

が一体となって取組を推進する体制を整備する。

● 検討体制

（Ｈ２２．１２．７設置）
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・ＴＰＰ協定交渉の情報収集、影響の調

査・分析等
・「我が国の食と農林漁業の再生のため

の基本方針・行動計画」の分析・検討

・ＴＰＰ協定交渉に関する今後の対応

● これまでの取組

日 程 内 容

Ｈ２２／ １２月 ７日 ○道・漁連による検討チーム立ち上げ

１２月～２月 ○検討チームによる検討、全道漁協等との意見交換
（震災により中断）

Ｈ２３／ １０月２０日 ○国による「我が国の食と農林漁業の再生のための

基本方針・行動計画」の策定

１１月１１日 ○首相が「ＴＰＰ交渉参加に向けた協議の開始」表明

１１月１４日 ○検討チームによる今後の進め方の協議
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